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（事業者向け） 
キャンピングカー用ボックス売買契約書 

株式会社坂口製作所（以下「甲」という）と          （以下「乙」という）
とは、甲の製品の売買に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

第１条（目的物及び売買代金） 
甲は、乙に対し、甲が製造したキャンピングカー用ボックス「ＣＡＲＲＹＣＡＢＩＮ」（以
下「本製品」という）を、金２，４２０，０００円（消費税込み）で売り渡し、乙は、これ
を買い受ける。 

第２条（本製品の仕様） 
本製品の仕様、型式、外観、付属品等の詳細は、別紙仕様書に定めるとおりとする。 

第３条（支払方法） 
乙は、甲に対し、本契約締結日の翌日から起算して１０日以内（期限が金融機関休業日の
場合は翌営業日まで）に、第１条に定める売買代金２，４２０，０００円を以下の口座に振
り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 

金融機関 三井住友銀行 天下茶屋支店 
種  別 当座 
口座番号 ２４０７４８７ 
名義人  株式会社坂口製作所 

第４条（納品） 
１ 甲は、前条の代金支払確認後、本製品の製造を開始する。 
２ 甲は、本製品の完成後、直ちにその旨を乙に通知する。 
３ 甲は、乙に対し、本製品の完成後１か月以内に、本製品を納品する。 
４ 前条の支払がなされた日から前項の納品までの期間は６か月を超えないものとする。 
５ 本製品の納品場所は、甲の大阪本社とする。ただし、乙が輸送による納品を希望する旨
申し出た場合には、乙の指定する場所を本製品の納品場所とする。 
６ 納品に伴う費用は乙の負担とする。なお、納品に伴う費用は別紙費用明細書のとおりと
する。 
７ 甲は、本製品の発注数の増加、他の顧客の受領遅滞等による受注残の増加及び他の事業
による工場の高負荷その他の事情により、甲の生産能力上やむを得ず本条第４項の期間
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内に本製品を納品することができないときは、乙に対してその理由及び延長日数を記載
した書面により、本条第４項の期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数
は６か月を超えないものとする。 
８ 前項の場合、乙は、甲に対し、本製品の納品を、前項の延長日数が経過するまで猶予す
るものとする。 

第５条（検査・検収） 
１ 乙は、本製品受領後遅滞なく、甲乙別途協議した検査方法により、製品の数量及び内容
の検査を行い、合格したものを検収する。 
２ 本製品に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの（以下「不適合」 
 う）があった場合は、乙は、本製品の受領後７営業日以内に、具体的な不適合の内容を示
て、甲に通知する。 

３ 乙が、本製品の受領後７営業日以内に前項の通知を行わなかったときは、本製品は、乙
の検査に合格したものとみなす。 

第６条（所有権の移転及び危険負担） 
１ 本製品の所有権は、前条に定める本製品の検収の時をもって、甲から乙に移転する。 
２ 検収前に生じた本製品の滅失、損傷、変質等の損害は、乙の責めに帰すべき事由による
ものを除き甲の負担とし、検収後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき事由によ
るものを除き、乙の負担とする。 

第７条（受領遅滞） 
１ 乙が本製品の受領を拒絶し、又は受領することができない場合（以下「受領遅滞」とい
う）は、甲は、履行の提供をした後は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって本製
品を保存すれば足りるものとする。 
２ 受領遅滞により、甲の目的物引渡義務の履行につき増加費用が発生したときは、増加額
は乙の負担とする。 
３ 受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由により、目的物が滅失し、
又は毀損した場合は、その危険は乙が負担するものとし、乙は、その滅失又は毀損を原因
として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除を主張することができな
いものとする。 
４ 甲は、乙が合理的な理由なく第４条３項の納品期限が経過しても本製品の受領を拒絶
する場合であって、１４日以上の期間を設けて催告してもなお同期間内に受領しないと
きは、本契約の解除又は本製品の第三者への売却その他の処分をすることができ、これら
とともに、又はこれらに代えて、甲の被った損害について乙に賠償を請求することができ
る。甲が本製品につき第三者への売却その他の処分をした場合、甲は、乙に対し、新たな
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商品の納品をする義務を負わないものとする。 

第８条（契約不適合責任） 
１ 乙は、甲に対し、本製品に不適合があった場合でかつ第 5条２項の通知をしたときは、
本製品が納品された日から６か月以内に限り、本製品の無償での修理又は交換を求める
ことができる。 
２ 甲は、乙に対し、本製品が納品された日から６か月経過後は、一切の契約不適合責任を
負わない。 

第９条（損害賠償請求） 
１ 甲は、乙に対し、逸失利益、データの喪失、事業機会の喪失その他の間接損害について
は責任を負わない。 
２ 甲が乙に対して負う損害賠償責任額は、乙が甲に対して本契約に基づき支払う代金額
を限度とする。 
３ 前２項の規定は、製造物責任法に基づいて甲が負う製造物責任については適用されな
い。 

第１０条（免責事項） 
以下の事由に起因して生じた損害について、甲は、製造物責任法の適用範囲を除き、一切
の責任を負わないものとする。 
⑴ 乙又は第三者の不適切な使用、改造、修理 
⑵ 乙又は第三者の別紙取扱説明書に反する使用 
⑶ 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法 
令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、
輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力 
⑷ 通常の使用に伴う摩耗、消耗、経年劣化 
⑸ 軽トラックの積載状態、走行条件、整備状況等、車両側の問題に起因する不具合 
⑹ 雨漏りを含む自然現象又は使用環境に起因する内部補完物（収納、内装、家具、電 
装品など）の破損や損傷 

第１１条（任意解除権） 
本製品が完成していない間は、乙は、いつでも損害（逸失利益も含む）を賠償して契約の
解除をすることができる。 

第１２条（契約の解除） 
１ 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合、本契約を解除することができる。 
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⑴ 甲が故意又は過失により本製品の納品を遅延し、かつその遅延が１４日以上続いた
場合 

⑵ 本製品に、人の生命・身体に損害を与える重大な欠陥がある場合で、修理が不可能 
な場合 

２ 甲は、乙が代金の支払を遅延し、かつその遅延が１４日以上続いた場合には、本契約を
解除することができる。 
３ 契約解除に伴う手続き及び費用負担については、甲と乙が別途協議の上決定する。 

第１３条（反社会的勢力の排除）
１ 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 
⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
（以下総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。 
⑵ 自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう）が反
社会的勢力ではないこと 
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 
⑷ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。 
ア 相手方に対する脅迫的言動又は暴力を用いる行為 
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為 

２ 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催
告を要せずして、この契約を解除することができる。 
⑴ 前項⑴又は⑵の確約に反する表明をしたことが判明した場合 
⑵ 前項⑶の確約に反し契約をしたことが判明した場合 
⑶ 前項⑷の確約に反した行為をした場合 
３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、
相手方の被った損害を賠償するものとする。 
４ 第２項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じ
る損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 

第１４条（契約締結費用） 
本契約の締結に要する費用は、甲乙各自の負担とする。 

第１５条（紛争解決） 
１ 本契約に関する紛争が生じた場合には、甲及び乙は、誠実に協議を行い、当該紛争の解
決に努めるものとする。 
２ 前項の協議によっても当該紛争が解決せず本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、甲
の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
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第１６条（その他） 
本契約に定めのない事項については、民法その他の法令に従う。

 甲及び乙は、本契約の成立を証するため本契約書を２通作成し、各自記名押印の上、各１
通を保管するものとする。 

 令和 年 月 日 

          甲（売主）    
所在地： 大阪市西成区千本中 2丁目 4番 14 号 

会社名： 株式会社坂口製作所 

代表者： 代表取締役 坂口 清信        ○印

          乙（買主） 
            所在地： 

            会社名：     

代表者：                    ○印


